
環境厚生常任委員会 
 

日 時  平成３０年６月２０日（水）  午前１０時００分 ～ 
場 所  第３委員会室 

 
１ 開 議 

 
２ 事務局日程説明 

 
３ 議案審査 

【環境市民部】 

（１）第１号議案 平成３０年度亀岡市一般会計補正予算（第１号） 

 

【健康福祉部】 

（１）第１号議案 平成３０年度亀岡市一般会計補正予算（第１号） 

（２）第４号議案 亀岡市路上喫煙の規制に関する条例の制定について 

 

４ 討 論～採 決 

 

５ 行政報告 

【健康福祉部】 

（１）「亀岡市」「学校法人京都学園京都学園大学」及び「国立研究開発法人医薬基盤・

健康・栄養研究所」との連携協力に関する包括協定について 

（２）「亀岡市老人福祉センター」について 

 

６ 議会だよりの掲載事項について 

 

７ 子どもの権利条例（仮称）について 

 

８ その他 





















亀岡市子どもの権利条例（仮称）（案） 

 

前文 

（省略） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）の理念

に基づき、子どもの権利が保障されるように、市等の責務を明らかにし、市

の施策について基本的な事項を定めることにより、子どもが安心して学び育

つことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 子ども 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に規定する

子ども及びこれらの者と等しく権利を認めることが適当である者をいう。 

⑵ 保護者 子ども・子育て支援法に規定する保護者をいう。 

⑶ 子どもに関する施設 市内の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

に規定する児童福祉施設、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定

する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号）に規定する認定こども園及び社会

教育法（昭和２４年法律第２０７号）に規定する社会教育に関する施設そ

の他の子ども・子育て支援に関する施設をいう。 

⑷ 市民等地域住民 市内に居住、通勤又は通学等をする者、又は市内に事

務所を有する法人その他の団体をいう。ただし、子ども・子育て支援法に

規定する子どもを除く。 

⑸ 子どもの権利 児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）及びこ

の条例に規定する権利をいう。 

⑹ 事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

 



（基本理念） 

第３条 子どもの権利の保障は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進

されなければならない。 

 ⑴ 子どもは権利の主体であり、その年齢と発達に応じて自らその権利を行

使できること。 

 ⑵ 子どもであることをもって不当な取り扱いを受けないこと。 

 ⑶ 個人としての尊厳が重んじられ、健やかに成長するための環境が確保さ

れること。 

 ⑷ 最善の利益を考慮され、社会全体で育まれること。 

 ⑸ 社会における制度又は慣行においても、子どもの権利が尊重されること。 

 ⑹ 子どもの権利の保障は社会全体の責務であり、実効性ある具体的な取り

組みによって推進されること。 

（子どもの権利） 

第４条 子どもは、児童の権利に関する条約に規定される権利の他、特に以下

の権利を保障される。 

 ⑴ 自らの権利を理解し、適切に行使するために必要な教育を、その年齢と

発達に応じて受けることができる。 

 ⑵ 自らの権利を守るために必要な相談の機会や支援を求めることができる。 

 ⑶ 権利が侵害されたとき又は侵害されるおそれのあるときに、自ら救済を

求めることができる。 

 ⑷ 自らに関わる重要な事柄について他の者が決めようとするとき、説明を

求め、意見を述べることができる。 

 ⑸ 自らの権利を侵害した者による監護又は教育を拒むことができ、それに

よって不利益が生じないよう保護を受けることができる。 

（市等の責務） 

第５条 市、保護者、子どもに関する施設、地域住民および事業者は、互いに

連携を図り、協力して子どもの権利を保障しなければならない。 

２ 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、あらゆ

る施策を通じて子どもの権利を保障しなければならない。 

３ 市は、子どもの権利が侵害されたとき、子どもが速やかに救済を受けられ



るようにするための施策を講じなければならない。 

４ 市は、子どもの権利が広く保障されるよう、国、他の公共団体等との連携

に努めるものとするなければならない。 

５ 保護者は、基本理念にのっとり、子どもの最善の利益が実現されるよう子

どもを監護し、必要な協力および支援を市等に求めることに努め、子どもの

権利を保障しなければならない。 

６ 子どもに関する施設の設置者、管理者及び職員は、基本理念にのっとり、

子どもに関する施設において、子どもが自らの権利を理解し、子どもの年齢

及び発達に応じた権利行使ができるように支援することを通じて、子どもの

権利を保障しなければならない。 

７ 市民等地域住民は、基本理念にのっとり、相互に連携、協力し、子どもが

健やかに育つことのできる安全で安心な地域づくりに努め、子どもが地域社

会の一員として、地域の活動に参加できる機会を確保することを通じて、子

どもの権利を保障しなければならない。 

８ 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する労働者が子育てと仕事を両立で

きるよう、必要な職場環境を整備することを通じて、子どもの権利を保障し

なければならない。 

（子どもの権利の普及） 

第６条 市は、子どもの権利の普及及び啓発を行うものとする。 

（子どもの権利の日） 

第７条 市は、子どもの権利についての関心及び理解を深めるため、亀岡市子

どもの権利の日（以下「権利の日」という。）を設ける。 

２ 権利の日は、１１月２０日とする。 

３ 市は、権利の日の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。 

 

第２章 基本的施策 

（基本計画） 

第８条 市は、子どもに関する施策の推進に際し子どもの権利の保障が総合的

かつ計画的に図られるための基本計画を策定し、定期的に検証し、必要に応

じて改定するものとする。 



２ 市は、基本計画を策定または改定するに当たっては、市民子ども及び地域

住民等の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。 

３ 市は、基本計画の推進状況を毎年、議会へ報告するものとする。 

４ 議会は、基本計画の推進状況を監視及び評価するとともに、必要に応じて

提言等を行うものとする。 

（推進体制） 

第９条 市は、子どもの権利を保障する観点から子どもに関する施策を総合的

に企画し、調整及び実施するために必要な体制を整備するものとする。 

（財政上の措置） 

第１０条 市は、子どもに関する施策の充実を図り、子どもの権利の保障を推

進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（条例の見直し） 

第１１条 議会及び市は、子どもの権利の保障が総合的かつ計画的に推進され

ているかどうかを検証し、必要があると認めるときは、この条例の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

附 則 

 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 


